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[
解
説] 

前
回
に
引
き
続
き
、
検
地
に
よ
る
村
の
地
目
別
反
別
と
石
高
の
詳
細
で
す
。
こ
こ
に 

記
載
の
「
酉
」
と
は
寛
文
９
年
、「
寅
」
は
延
宝
２
年
、「
亥
」
は
天
和
３
年
、「
巳
」
は

元
禄
２
年
の
そ
れ
ぞ
れ
の
検
地
の
こ
と
で
す
。
寛
文
９
年
の
検
地
で
「
下
々
畑
弐
」
の

石
盛
が
四
年
後
の
延
宝
２
年
で
は
「
下
々
畑
壱
」
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
石
盛
の
基
準

は
地
域
や
そ
の
時
ど
き
の
事
情
で
変
動
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
巳

御
検
地
で
は
「
萱
畑
」
の
地
目
が
新
し
く
加
わ
っ
て
い
ま
す
。 

次
に
文
字
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
前
回
の
『
検
地
帳
』
に
も
で
て
き
た
数
字

 

「
拾
」
、

「
五
」、

「
廿
」（
二
十
）
は
読
め
ま
し
た
か
。

「
壱(

一)

」

も
縦
長
に
伸
び
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
典
型
的
な
「
壱
」
の
く
ず
し
字
で
す
。
ま
た
、

「
四
」
、
十
二
支
の

「
酉
」
は
、
口
の
中
身
が
省
略
さ
れ
る
の
が
特
徴
で

す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


